
生駒市教育委員会規則第１号 

生駒市図書館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２５年３月２５日 

                 生駒市教育委員会委員長 中井 公人 

 

   生駒市図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

 生駒市図書館条例施行規則（昭和６２年３月生駒市教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条の表中「土曜日」の次に「並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）第２条に規定する国民の祝日（以下「祝日」という｡)」を加え

る。 

 第４条第１号中「月曜日」の次に「（その日が祝日に当たるときを除く｡)」を

加え、同条中第２号から第４号までを削り、第５号を第２号とし、同号の次に次

の１号を加える。 

 (3) 館内整理日（毎月第１金曜日。ただし、その日が祝日又は前号に規定す

る休館日に当たるときは、第２金曜日とする｡) 

 第４条中第６号を削り、第７号を第４号とする。 

   附 則 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 


